
 

 

               

 １０月５日 名古屋高等裁判所において蒲郡駅事件の控訴審の判決が

行われ、裁判長は控訴審を棄却するという不当な判決をまたもや言い渡

しました。第一審における数々の矛盾点を解明するわけでもなく一方的

な判決に私たちは満腔の怒りを持って弾劾することを報告集会で確認し

ました。加藤誠二さんと弁護士団は不当な判決に即、上告することを裁

判所に申し入れてきました。 

 
               
 
 
 
 
 
 

２００９年１０月 ６日 

第１３号 か べ 新 聞 ＪR 東海労新幹線地本 

品川駅頭でのビラ配り 

勝利に向け団結ガンバー！ 


